
 

（2026.3）                                        （原本/営業店保管 保存期間 10年） 

人材会社紹介依頼書 兼 情報提供に関する同意書 

 

２０   年   月   日 

 

株式会社千葉銀行 御中 

住 所 

        

会社名                         

【紹介希望先】 

□ ちばぎんキャリアサービス株式会社 □  

【紹介希望サービス】 

□ ① 人材紹介  →【１】にお進みください 
 
□ ② WEB採用支援  →【２】にお進みください 

当社は、上記で選択した人材会社（以下、「選択先」といいます。）の紹介を株式会社千葉銀行(以下、

「銀行」といいます。)に依頼するにあたり、①人材紹介の場合には以下【１】【２】のすべての事項

に、②WEB採用支援の場合には以下【２】のすべての事項に同意します。 

※内容をご確認のうえ、□にレ点チェックをお願いします。  

 

【１】① 人材紹介の場合      （注）②WEB採用支援のみを選択した場合は、【２】共通へお進みください。 

□ 1.法令により、建設業務※1 及び 港湾運送業務※1の人材ニーズは対応できないこと。 
※1 経理等の管理系職種は除く。 

□ 2.当社は、従業員が残業を行った場合には、残業代を支払っていること。 
（未払いがある場合は人材会社をご利用することができません。） 

□ 3.銀行は職業紹介事業の許可を所持しておらず、銀行職員は職業紹介のあっせん等を行えないこと。 

□ 
4.選択先は、職業紹介業務の一部を提携する人材会社※2と連携する場合があること。 
 ※2 パーソルキャリア、インディードリクルートパートナーズ、ヒューレックス、ＭＳ－Ｊａｐａｎ、アデコ、みらいワークス、 

ベネッセｉ－キャリア 

□ 
5.求人の内容によっては、選択先からその提携する人材会社を紹介する場合があること※3。 
※3 提携する人材会社を紹介する場合において、希望する人材会社を以下にて選択ください。 

以下（1）（2）のどちらかにレ点チェックをお願いします。 

□ (1)以下「提携人材会社一覧」に記載のすべての人材会社を紹介可能 

□ 
(2)以下「提携人材会社一覧」のうち、特定の人材会社のみ※4を指定する 

※4 (2)の場合は、以下から紹介可能な人材会社にレ点チェックをお願いします。（複数選択可） 

    [提携人材会社一覧]  □パーソルキャリア  □インディードリクルートパートナーズ  

□ヒューレックス  □アデコ  □マイナビ  □パソナ  □パーソルテンプスタッフ    

□パーソルフィールドスタッフ  □ヒューマンリソシア  □アドレス通商  

□みらいワークス  □ベネッセｉ－キャリア  □その他(                ) 

続けて【２】へお進みください。 

 

 

 

 

 

【２】共通 当社は、以下のすべての事項に同意します。 

□ 

1.人材会社を利用して人材を採用した場合、またはサービスの契約をした場合、手数料がかかること。 

① 人材紹介の場合：人材を採用した場合、手数料（理論年収※5×35％）がかかること※6。 

  ※5 理論年収とは、採用決定者の月次給与・所定外労働手当の 12 箇月および理論上の通年賞与の他、交通費以
外の諸手当、報奨金および一時金を合計した金額をいう。 

  ※6 新卒採用の場合は、別に定める所定手数料がかかる。 

② WEB採用支援の場合：サービスを契約した場合、別に定める所定の手数料がかかること。 

□ 2.銀行は当社に関する情報（会社名、住所、事業内容、与信判断およびリスク管理に関する内容、担

当者、連絡先、その他当社が情報提供を許諾した内容）を選択先に提供し、選択先はその業務の提

案の目的および適切な紹介先（提携人材会社、求職者）を選定する目的で利用すること。 

□ 3.当社と選択先及びその提携先との面談に関する事項は、当社自らの責任において決定し、面談の成
否等の結果はすべて当社に帰属すること。 

□ 4.銀行から提供された選択先に関する情報を第三者に漏らさないこと（ただし、当該情報が既に公知
であったか、当社が保有していた場合を除く）。また、当社に関する情報が選択先及びその提携先

から第三者に提供され、当社に損害が生じた場合であっても、銀行は一切の責任を負わないこと。 

□ 5. 選択先の紹介を受けるに際し、以下の事項を確約すること。 
 

(1)当社は、当社、当社の役員等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を

経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊

知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの（以下これらを「反社会的勢力」という。）に該当

しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって該当し

ないことを確約する。 

① 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること 

② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 

③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者の不正利益を図る目的または

第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められ

る関係を有すること 

④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認めら

れる関係を有すること 

⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有

すること 

 

(2)当社は、自らまたは第三者を利用して、次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確

約する。 

① 暴力的な要求行為 

② 法的な責任を超えた不当な要求行為 

③ 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

④ 風説を流布し、偽計を用いたまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨

害する行為 

⑤ その他前各号に準ずる行為 

以 上 

銀行使用欄                                                                        店番号－ＣＩＦ 

                                        （           ） 


